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クリーニング
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☆インターネットで申し込む宅配クリーニング
・店舗のように対面で衣類の確認をすることができません。
・配送業者や取次業者などが間に入ることで、トラブルが起きた場合の責

任の所在が問題になることもあります。
・利用する際は、クリーニング事業者の規約でトラブルが起きた際の補償

内容を確認するようにしましょう。
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●原因の特定が困難なことも
・縮みや穴あき、風合いの変化、色落ちなどが起きた場合、クリーニング店の

処理方法、消費者の使用状況、衣類の製造上の問題など複数の原因が考えら
れます。

・購入する際に生地や繊維の特性を理解することで、より長く衣類を着ること
ができます。また購入後のお手入れや保管、適切な家庭洗濯やクリーニング
の方法を知っておくことも大切です。

●衣類を引き取ったら、まず確認を
・クリーニングから衣類が戻ったら、問題がないかどうか早めに確認しましょう。
・クリーニング事業者の業界団体（全国クリーニング生活衛生同業組合連合会）

が定めた「クリーニング事故賠償基準」では、消費者が衣類を引き取ってか
ら6か月経過するとクリーニング事業者の責任を問えなくなるとしています。

●トラブルにならないために
・クリーニングは料金だけで選ぶのではなく、技術、店頭での説明やカウンター

チェックがしっかりしている店を選びましょう。
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クーリング・オフ制度

１　クーリング・オフの書面を発信したときに、その効果が生じます。
２　クーリング・オフをすると、契約は最初からなかったことになります。
３　支払ったお金は全額返金されます。
４　商品を既に受け取っている場合は、返送費用等は販売会社の負担となります。

＊無事に終わったら関係書類は５年間保管してください。
＊ケースによって異なりますので、まずは消費生活センターへご相談ください。
＊通信販売はクーリング・オフの適用がなく、返品特約に従うことになり、消費者から

一方的な契約解除はできません。

＜クーリング ･ オフのできる期間＞

＜クーリング・オフの効果＞

　不意打ち的な販売方法や仕組みが複雑で契約内容を理解するのが難
しい取引などのため、必要のないものを契約してしまうことがありま
す。このような場合、消費者から一方的に解除することができる制度
をクーリング・オフと言います。
　販売会社へハガキ (「特定記録郵便」または「簡易書留」) で通知します。
クレジット契約しているときは、クレジット会社にも出します。

期　間 適　用　対　象

８日間

・訪問販売
　（キャッチセールス、アポイトメントセールスなどを含む）

・電話勧誘販売

・特定継続的役務提供（エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、
　パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス）

・訪問購入（貴金属等の訪問買取）

20 日間
・連鎖販売取引（マルチ商法）

・業務提供誘引販売取引（内職商法、モニター商法など）
※契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に通知します。
※特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は店舗での契約も適用対象となります。
※消耗品（化粧品、健康食品など）の使用済み分は原則クーリング・オフができません。
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クーリング・オフ制度
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郵便はがき

切
手

○○区○町
　○丁目○番○号

㈱××会社
　　代表取締役△△様

契約解除通知
申込（契約）日　　年　 月　 日
販売会社名

（担当者名）
販売会社住所
商品名
契約金額

上記日付の契約を解除します。

　　　　　　年　　月　　日

契約者　　住所
　　　　　氏名

契約者の住所
氏名

※クレジット会社に出す場合は、
宛先をクレジット会社宛てにし
ます。

※両面コピーの上、郵便局の窓口
から「特定記録郵便」または「簡
易書留」で出します。

　ハガキのコピーと郵便局で受け
取った受領証は大切に保管して
ください。

◆　記　載　例（ハガキ）
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いざという時に !!
今どきの葬儀サービス

一般葬
親族、友人、仕事関係者など幅広い人
が参列し宗教儀礼を中心に行う葬儀
通夜→告別式→火葬→納骨

密　葬
「本葬」や「偲ぶ会」を後日に
控えて親族や友人のみで故人
との時間を過ごす葬儀

家族葬
家族や親族など近親者のみに
限定した少人数形式

直葬・火葬式
通夜・告別式などの宗教的儀式
を省略し、祭壇を設けず近親者
のみで行う最もシンプルな形式

ワンデイ葬（1日葬）
通夜をせずに１日で告別式か
ら火葬まですべて執り行う

自由葬
音楽葬・海洋葬・樹木葬・宇
宙葬など、故人の生前を偲ん
だ形式にコーディネート

偲ぶ会・お別れの会
密葬・家族葬の後に、故人が
生前に関係した方々とのお別
れの会

生前葬
生存中に執り行う自分の葬儀
（家族や親族の理解が必要）

●多様化する葬儀の形式

　葬儀の多様化と低価格化が進み、さまざまな葬儀サービスが提供さ
れています。「故人と限られた時間をゆっくり過ごしたい」「形式にと
らわれたくない」「無駄な費用はかけたくない」などに加え、社会、生
活全体の「個」「孤」への変化も影響していると思われます。人生最後
のお見送りについて考えてみましょう。
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いざという時に !!
今どきの葬儀サービス

① 　　　　　　　　　　　　　　　　＝　祭壇・棺・人件費など
　　＋
② 　　　　　　　　　　　　　　＝　火葬場・返礼品・会場費など
　　＋　　　　　　
③ 　　　　　　　　　＝　通夜ぶるまい・精進落とし（告別式料理）
　　＋
④ 　　　　　　　　　＝　お経料・戒名料・お車代など
　　＋
⑤　　　　　　　 　　＝　死亡届代行費用・心付け

★消費者は①～④までを「葬儀一式費用」と考えていますが、葬儀店は①のみ
を「葬儀一式費用」、②～④は葬儀手配の立替えとみています。

CHECK!

≪事前相談しましょう≫
・納得のいく葬儀をするためには、事前の情報収集が大切です。
・ほとんどの葬儀店が相談窓口を開設しています。葬儀の知識を得ることで、

故人の遺志を尊重した葬儀を執り行うことができます。

□　心情をくみ取ってくれる、話をよく聞いてくれる。

□　急がせない。検討する時間を与えてくれる。

□　要望にあった見積書は必ず出し、説明をしてくれる。

□　予算に見合った葬儀の提案をしてくれる。

□　店舗をもって長年営業をしている。

葬儀一式・葬儀セットプラン

実費費用（葬儀社立替費）

飲食接待費

宗教関係費

サービス関連費

●葬儀費用は複雑！

●葬儀店を選ぶには

≪葬儀店選びの 5 つのチェックポイント≫
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「区民葬儀」のＱ＆Ａ

区民葬儀取扱指定店が行います。
中央区では区内の葬儀店３社が「区民葬儀取扱指定店」となっています。（平
成 30 年 10 月現在）

祭壇・霊柩車・火葬料金・遺骨収納容器が区民葬
儀で対象となる費用であり、ご利用になられる方
が必要なものをそれぞれ組み合わせてご利用でき
ます。ただし、ドライアイス、遺影写真、会葬礼
状、返礼品、飲食費、生花などの諸費用は含まれ
ていません。
詳しくは区民葬儀取扱指定店にご相談ください。

故人または葬儀を主催する親族が２３区内に住んでいれば、どなたでも利
用できます。

・死亡届を提出する際、区役所、特別出張所の窓口に区民葬儀を利用する
旨を申し出ます。その場で、「区民葬儀券」が発行されます。

・「区民葬儀券」に必要事項を記入して「区民葬儀取扱指定店」に申し込
みます。

どこがやるの？

利用料金はどうなっているの？

誰が利用できるの？

利用するための手続きは？

　東京 23 区では、特別区区民葬儀運営協議会を設置し、葬儀費用の負
担軽減などの区民の要望に応えるため、区民葬儀の制度を実施してい
ます。

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A
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・神葬祭は区民葬儀券Ｂ券以上を選択することで利用できます。
・キリスト教、無宗教、その他の葬儀については区民葬儀取扱指定店にご

相談願います。

葬儀の執り行いについて区役所は一切関与しません。

祭壇と寝棺の規格内容を選択することができます。（寝棺のみ利用も可）

・祭壇料金は祭壇と寝棺の種類によって料金が異なります。
・詳細は、区役所、特別出張所にあるパンフレットをご覧ください。

宗教に関係なく利用できるの？

区役所はどこまで関与するの？

どのような葬儀ができるの？

Q

Q

Q

A

A

A Ａ１券 金らん５段飾 桐張棺（長尺棺含む。）

Ａ２券 金らん４段飾 桐張棺（長尺棺含む。）

Ｂ券 白布３段飾 プリント棺又は桐張棺（長尺棺のみ）

Ｃ券 白布２段飾 プリント棺又は桐張棺（長尺棺のみ）

　「思い描いていた葬儀ができなかった」「こんなはずではなかったのに⋯」な
ど悔いが残らないように、あらかじめ葬儀に関して予備知識を持っておくこと
が大切です。
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困ったら、すぐ相談
項目 相談・問い合わせ機関 電話番号

消
費
生
活
相
談

消費生活一般

中央区消費生活センター ０３－３５４３－００８４
０３－３５４６－５７２７

東京都消費生活総合センター　消費生活相談（月曜～土曜） ０３－３２３５－１１５５
東京都消費生活総合センター　架空請求１１０番（月曜～土曜） ０３－３２３５－２４００
東京都消費生活総合センター　高齢者被害１１０番（月曜～土曜） ０３－３２３５－３３６６
東京都消費生活総合センター　高齢消費者見守りホットライン（月曜～土曜） ０３－３２３５－１３３４
消費者ホットライン（全国共通番号）（月曜～日曜） １８８

（公社）全国消費生活相談員協会　週末電話相談室（土日曜） ０３－５６１４－０１８９
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
消費者相談（ウィークエンド・テレホン）（日曜） ０３－６４５０－６６３１

法
律
相
談

無料法律相談
中央区法律相談（予約制） ０３－３５４６－９５９０

東京司法書士会　総合相談センター（予約制） ０３－３３５３－９２０５
法テラス東京（面談相談は予約制） ０５０－３３８３－５３００

有料法律相談
弁護士会　霞が関法律相談センター（予約優先） ０３－３５８１－１５１１
第二東京弁護士会　池袋デパート相談（東武）（予約制）（月曜～日曜） ０３－５９５１－５４２６
第二東京弁護士会　池袋デパート相談（西武）（予約制）（月曜～日曜） ０３－５９４９－３１８８

うち
債務整理

相談
（無料）

弁護士会　新宿総合法律相談センター（予約制）（月曜～土曜） ０３－５３１２－５８５０
弁護士会　蒲田法律相談センター（予約制）（月曜～日曜） ０３－５７１４－００８１
東京弁護士会　錦糸町法律相談センター（予約制）（月曜～土曜） ０３－５６２５－７３３６
東京弁護士会　池袋法律相談センター（予約制）（月曜～土曜） ０３－５９７９－２８５５
東京弁護士会　北千住法律相談センター（予約制）（月曜～土曜） ０３－５２８４－５０５５
第一東京弁護士会　渋谷法律相談センター（予約制） ０３－５４２８－５５８７
第二東京弁護士会　四谷法律相談センター（予約制）（月曜～土曜） ０３－５３１２－２８１８

公証役場

日本橋公証役場 ０３－３６６６－３０８９
京橋公証役場 ０３－３２７１－４６７７
銀座公証役場 ０３－３５６１－１０５１
八重洲公証役場 ０３－３２７１－１８３３
昭和通り公証役場 ０３－３５４５－９０４５

裁判所
東京簡易裁判所　民事手続案内 ０３－３５８１－５２８９
東京簡易裁判所墨田庁舎　民事調停受付係 ０３－５８１９－０２３２

法務局 東京法務局 ０３－５２１３－１２３４（代）
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困ったら、すぐ相談
項目 相談・問い合わせ機関 電話番号

個人情報保護
中央区総務部総務課情報公開係 ０３－３５４６－５２９１
東京都生活文化局　広報広聴部情報公開課個人情報係 ０３－５３８８－３１６０

金
融
関
係

貸金被害 東京都産業労働局　金融部貸金業対策課 ０３－５３２０－４７７５

クレジット・ 
多重債務

（公財）日本クレジットカウンセリング協会
多重債務ほっとライン ０５７０－０３１６４０

（一社）日本クレジット協会　消費者相談室 ０３－５６４５－３３６１
日本クレジットカード協会　お客様相談 ０３－６７３８－６６２６
日本貸金業協会　貸金業相談・紛争解決センター ０５７０－０５１－０５１

個人信用情報
管理機関

（一社）全国銀行協会
全国銀行個人信用情報センター（銀行系） ０１２０－５４０－５５８

㈱シー・アイ・シー（クレジット系） ０５７０－６６６－４１４
㈱日本信用情報機構（ローン系） ０５７０－０５５－９５５

銀行・証券等

（一社）全国銀行協会相談室 ０５７０－０１７１０９
０３－５２５２－３７７２（ＩＰ電話）

（一社）全国銀行協会相談室　カードローン相談・苦情窓口 ０５０－３３８５－６０９８
（一社）東京都信用金庫協会 ０３－６２２８－８５５１
（一社）東京都信用組合協会　テレホン相談室（金曜のみ） ０３－５２５０－４８０３
NPO 法人　証券・金融商品あっせん相談センター ０１２０－６４－５００５

（一社）信託協会　信託相談所 ０１２０－８１７－３３５
０３－６２０６－３９８８（携帯電話）

商品取引 日本商品先物取引協会　相談センター ０３－３６６４－６２４３

保険

（一社）生命保険協会　生命保険相談所 ０３－３２８６－２６４８
（公財）生命保険文化センター　生命保険相談 ０３－５２２０－８５２０

（一社）日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター ０５７０－０２２８０８
０３－４３３２－５２４１（ＩＰ電話）

金融庁 金融サービス利用者相談室 ０５７０－０１６８１１
０３－５２５１－６８１１（ＩＰ電話）

警　　　察

警視庁総合相談センター ０３－３５０１－０１１０
警視庁　サイバー犯罪対策課 ０３－５８０５－１７３１
中央警察署 ０３－５６５１－０１１０（代）
久松警察署 ０３－３６６１－０１１０（代）
築地警察署 ０３－３５４３－０１１０（代）
月島警察署 ０３－３５３４－０１１０（代）
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困ったら、すぐ相談
項目 相談・問い合わせ機関 電話番号

税金
日本橋税務署 ０３－３６６３－８４５１（代）
京橋税務署 ０３－４４３４－００１１（代）
中央都税事務所 ０３－３５５３－２１５１（代）

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等

ガス 東京ガス㈱　お客さまセンター（総合）（月曜～日曜） ０５７０－００２２１１
０３－３３４４－９１００（ＩＰ電話）

水道 東京都水道局　千代田営業所 ０３－５２９８－５３５１
下水道 東京都下水道局　広報サービス課お客さまの声担当 ０３－５３２０－６５１１
電話 ＮＴＴ東日本　お客さま相談センター ０１２０－０１９０００

郵便 日本郵便㈱　お客様サービス相談センター
（月曜～日曜）

０１２０－２３－２８－８６
０５７０－０４６－６６６（携帯電話）

食
　
品

農林水産省
消費者の部屋 ０３－３５９１－６５２９
関東農政局　東京都拠点　食品表示 110 番 ０３－５１４４－５２６６

健康食品 （公財）日本健康・栄養食品協会　健康食品「相談室」 ０３－３２６８－３２９５

保健所

中央区保健所 ０３－３５４１－５９３６
中央区保健所　健康相談 ０３－３５４１－５９３０
日本橋保健センター ０３－３６６１－３５１５
日本橋保健センター　健康相談 ０３－３６６１－５０７１
月島保健センター ０３－５５６０－０７６５
月島保健センター　健康相談 ０３－５５６０－０７６５

医療・クスリ

中央区保健所　医療相談窓口 ０３－３５４５－１８７５
東京都福祉保健局　患者の声相談窓口 ０３－５３２０－４４３５

（独）医薬品医療機器総合機構　くすり相談窓口　 ０３－３５０６－９４５７
（独）医薬品医療機器総合機構　医療機器相談窓口 ０３－３５０６－９４３６

高齢者

京橋おとしより相談センター（地域包括支援センター）（月曜～土曜） ０３－３５４５－１１０７
日本橋おとしより相談センター（地域包括支援センター）（月曜～土曜） ０３－３６６５－３５４７
人形町おとしより相談センター（地域包括支援センター）（月曜～土曜） ０３－５８４７－５５８０
月島おとしより相談センター（地域包括支援センター）（月曜～土曜） ０３－３５３１－１００５
勝どきおとしより相談センター（地域包括支援センター）（月曜～土曜） ０３－６２２８－２２０５

（社福）中央区社会福祉協議会
成年後見支援センター「すてっぷ中央」 ０３－３２０６－０５６７
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困ったら、すぐ相談
項目 相談・問い合わせ機関 電話番号

女性相談

中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係 ０３－３５４６－５３５０
中央区立女性センター「ブーケ 21」　
電話相談（予約不要）：月曜
面接・電話相談（予約制）：毎月第１、３、５水曜および第２、４火曜

０３－５５４３－０６５３

東京ウィメンズプラザ（面接相談は予約制）（月曜～日曜） ０３－５４６７－２４５５
東京都女性相談センター（面接相談は予約制） ０３－５２６１－３１１０

販 

売

訪問販売 ( 公社 ) 日本訪問販売協会「訪問販売ホットライン」 ０１２０－５１３－５０６
通信販売 （公社）日本通信販売協会　通販 110 番 ０３－５６５１－１１２２

インターネット （一社）ＥＣネットワーク　
メール相談のみ　http://www.ecnetwork.jp/

広告 （公社）日本広告審査機構（JARO） ０３－３５４１－２８１１

通信サービス
総務省　電気通信消費者相談センター ０３－５２５３－５９００

（独）情報処理推進機構　情報セキュリティ安心相談窓口 ０３－５９７８－７５０９

不動産・住宅

東京都都市整備局　賃貸ホットライン ０３－５３２０－４９５８
（一財）不動産適正取引推進機構　不動産取引電話相談 ０３－３４３５－８１１１（代）
（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住まいるダイヤル

０５７０－０１６－１００
０３－３５５６－５１４７（一部ＩＰ電話）

自動車
（一社）自動車公正取引協議会　消費者相談室 ０３－５５１１－２１１５
（一社）日本中古自動車販売協会連合会
自動音声相談サービス（月曜～日曜） ０３－５３３３－３３２８

旅行

（一社）日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）消費者相談室 ０３－３５９２－１２６６
（一社）全国旅行業協会（ＡＮＴＡ）東京都支部 ０３－５２１０－２５００

外務省　領事サービスセンター（海外安全相談班） ０３－３５８０－３３１１（代）
（内2902･2903）

家電製品 （一財）家電製品協会　家電製品ＰＬセンター ０１２０－５５１－１１０

労働相談 東京都労働相談情報センター
東京都ろうどう110 番（月曜～土曜） ０５７０－００－６１１０

事業所相談 （公財）東京都中小企業振興公社
ワンストップ総合相談窓口 ０３－３２５１－７８８１

※曜日の記載がない機関の開設日は「月曜～金曜」です。
※名称については、下記の略称で記載しています。
　公益社団法人：（公社）、一般社団法人：（一社）、公益財団法人：（公財）、一般財団法人：（一財）
　社会福祉法人：（社福）、独立行政法人：（独）、株式会社：（株）
※掲載されている情報は、平成３０年１０月現在のものであり、変更または廃止になる場合があります。
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相談・問い合わせ機関 取扱項目 電話番号

医薬品ＰＬセンター 医薬品（医薬部外品を含む） ０１２０－８７６－５３２

化学製品ＰＬ相談センター 化学製品（化粧品、食品等を除く） ０１２０－８８６－９３１

日本化粧品工業連合会
ＰＬ相談室（月・水・金曜）

化粧品及び薬用化粧品（育毛剤、除
毛剤、腋臭防止剤などの医薬部外
品を含む )

０１２０－３５２－５３２

（一社）日本ホームヘルス機器協会
消費者相談室 家庭用医療機器、健康管理機器等 ０１２０－７４４－７１４

家電製品ＰＬセンター 家電製品 ０１２０－５５１－１１０

ガス石油機器ＰＬセンター  ガス・石油機器 ０１２０－３３５－５００

消費生活用製品ＰＬセンター
乳幼児関連製品、福祉関連製品、
家具・家庭・台所関連製品、スポーツ・
レジャー関連製品等

０１２０－１１－５４５７

生活用品 PLセンター（水曜のみ）
硝子製品、金属ハウスウェア、プラ
スチック日用品、陶磁器製品、文具、
玩具、装身具等

０１２０－０９－０６７１

（公財）住宅リフォーム・紛争処理
支援センター

（住宅部品 PL 業務）
住宅部品（家電製品は対象外） ０５７０－０１６－１００

防災製品ＰＬセンター 消防用設備・機器、防災物品・製
品等 ０１２０－５５３－１１９

（公財）自動車製造物責任相談
センター

自動車、バイク（原動機付自転車を
含む）及びその用品 ０１２０－０２８－２２２

※曜日の記載がない機関の開設日は「月曜～金曜」です。
※名称については、下記の略称で記載しています。　一般社団法人：（一社）、公益財団法人：（公財）
※機関名・電話番号は、平成３０年１０月現在のものであり、変更または廃止になる場合があります。

製造物責任に関する相談窓口


